
低水位管理とは？

・低水位管理とは営農に支障の無い範囲で池の水位を下げて管理することをいいます。

・特に漏水のあるため池は、水位を漏水が止まる水位より低く保つ必要があります。

・ため池が決壊すると下流に大きな被害をもたらします。

確認して下さい! ため池の危険なサイン

未改修ため池の管理者の皆さんへ

はため池の危険信号!　

「低水位管理」を心がけましょう！
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平成１６年豪雨災害によるため池決壊直後の状況

大財上池(洲本市) 瀬戸池(洲本市)



低水位管理の利点は？

・ため池の水位を下げることで漏水や浸食等の不具合の拡大を抑えて決壊を予防します。

・ため池だけでなく農地や農業用水路も、豪雨時に被災する危険度が下がります。

水位を点検する？

・｢ため池管理者防災ネット」で水位を下げるタイミングをメールでお知らせします。

・登録は　at@bousai.net に空メールを送るか、右QRードを読み取り

　メール送信して下さい。 　QRコード⇒

ため池の日常管理はどうすればいいの？

・淡路県民局(洲本土地改良事務所）では、ため池管理･点検の手引きを

　希望者に無料で差し上げています。

・ため池の簡易な補修や日常管理の方法に関する相談は「淡路島ため池

　サポートセンターで月・木曜日の9：00～12:00に受け付けています。

連絡先：0799-64-1203　（淡路市役所1号館1階）

ため池の改修･廃止の相談窓口は？

・ ため池の改修･廃止そのほか各種相談は、市役所農地整備課のほか、淡路県民局洲本土地改良

事務所で受け付けています。

淡路市産業振興部農地整備課

　〒656-2292　淡路市生穂新島８番地
　電話　0799-64-0001(代表)　Fax　0799-64-2562

淡路県民局洲本土地改良事務所農村計画第２課

　〒656-0021　洲本市塩屋２丁目４番５号
　電話　0799-26-2118　Fax　0799-22-2510

洲本市産業振興部農地整備課

　〒656-8686　洲本市本町3丁目４番１０号
　電話　0799-22-3321(代表)　Fax　0799-25-3590

南あわじ市産業建設部農地整備課

　〒656-0492　南あわじ市市善光寺２２番地１
　電話　0799-43-5001(代表)　Fax　0799-43-5325


